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脳
脊
髄
液
減
少
症
対
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書

慢
性
的
な
頭
痛
や
め
ま
い
、
吐
き
気
、
倦
怠
感
等
様
々
な
症
状
を
伴
う
脳
脊
髄
液
減
少
症
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
の
研
究

班
は
、
一
昨
年
そ
の
存
在
を
認
め
、
同
研
究
班
の
診
断
基
準
案
が
関
係
八
学
会
か
ら
承
認
・
了
承
さ
れ
、
同
年
十
月
に
は
日
本

脳
神
経
外
科
学
会
総
会
で
報
告
さ
れ
た
。

私
の
地
元
に
お
い
て
も
、
交
通
事
故
に
よ
り
脳
脊
髄
液
減
少
症
と
診
断
さ
れ
、
精
神
的
、
肉
体
的
に
今
も
尚
苦
痛
を
強
い
ら

れ
て
い
る
人
が
い
る
と
聞
く
。
平
成
十
九
年
、
神
奈
川
県
内
の
大
学
病
院
で
検
査
を
受
け
、
新
し
い
治
療
法
で
あ
る
ブ
ラ
ッ
ド

パ
ッ
チ
治
療
を
受
け
、
か
な
り
改
善
す
る
も
再
度
症
状
が
現
れ
、
二
回
、
三
回
と
同
じ
治
療
を
受
け
た
が
、
高
額
治
療
の
た
め

四
回
目
以
降
の
治
療
に
つ
い
て
は
、
事
故
相
手
の
保
険
会
社
か
ら
支
払
を
断
ら
れ
た
と
い
う
。
特
に
こ
れ
ま
で
の
十
年
間
で
国

内
に
お
い
て
脳
脊
髄
液
減
少
症
と
診
断
さ
れ
た
人
は
推
計
約
一
万
人
い
る
と
さ
れ
、
多
く
は
こ
の
よ
う
に
交
通
事
故
で
発
症
し

て
損
保
と
補
償
を
巡
り
争
っ
て
お
り
、
今
回
の
診
断
基
準
に
つ
い
て
不
安
を
募
ら
せ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

今
後
、
厚
生
労
働
省
の
研
究
班
は
、
医
療
保
険
適
用
を
視
野
に
治
療
法
の
有
効
性
を
確
認
す
る
作
業
に
入
る
と
し
て
い
る

が
、
国
と
し
て
脳
脊
髄
液
減
少
症
の
更
な
る
研
究
を
進
め
、
願
わ
く
は
難
病
指
定
を
範
疇
に
治
療
で
き
る
環
境
を
整
備
し
、
何

よ
り
も
周
囲
の
人
た
ち
が
理
解
を
深
め
て
く
れ
る
取
り
組
み
が
必
要
と
考
え
る
。

一



従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

近
年
に
お
け
る
脳
脊
髄
液
減
少
症
発
症
者
の
診
断
基
準
に
つ
い
て
、
諸
外
国
と
の
関
連
性
等
も
含
め
て
ど
の
よ
う
に
分
析

し
て
い
る
の
か
、
野
田
内
閣
の
見
解
如
何
。

二

Ｍ
Ｒ
Ｉ
を
用
い
た
脳
脊
髄
液
減
少
症
・
再
発
予
防
の
た
め
の
有
効
な
治
療
法
の
確
立
に
関
す
る
研
究
は
、
ど
の
よ
う
な
進

捗
状
況
な
の
か
、
野
田
内
閣
の
見
解
如
何
。

三

脳
脊
髄
液
減
少
症
発
症
者
の
病
院
受
け
入
れ
体
制
に
関
す
る
研
究
は
、
ど
の
よ
う
な
進
捗
状
況
な
の
か
、
野
田
内
閣
の
見

解
如
何
。

四

こ
れ
ま
で
の
十
年
間
で
国
内
に
お
い
て
脳
脊
髄
液
減
少
症
と
診
断
さ
れ
た
人
は
推
計
約
一
万
人
い
る
と
さ
れ
、
そ
の
多
く

は
交
通
事
故
で
発
症
し
て
損
保
と
補
償
を
巡
り
争
っ
て
お
り
、
今
回
の
診
断
基
準
に
つ
い
て
不
安
を
募
ら
せ
て
い
る
状
況
で

あ
る
が
、
国
と
し
て
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
く
の
か
、
野
田
内
閣
の
見
解
如
何
。

五

四
に
関
連
し
、
平
成
十
六
年
に
お
け
る
国
際
頭
痛
学
会
の
「
国
際
頭
痛
分
類
第
二
版
」
の
診
断
基
準
は
、
こ
れ
ま
で
日
本

国
内
の
関
連
訴
訟
で
脳
脊
髄
液
減
少
症
発
症
者
の
訴
え
を
退
け
る
有
力
な
根
拠
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
て
き
た
と
聞
く
が
、
ど
の

よ
う
に
捉
え
、
今
後
に
お
い
て
対
応
し
て
い
く
の
か
、
野
田
内
閣
の
見
解
如
何
。

二



六

一
〜
五
に
関
連
し
、
今
後
、
厚
生
労
働
省
の
研
究
班
は
、
医
療
保
険
適
用
を
視
野
に
治
療
法
の
有
効
性
を
確
認
す
る
作
業

に
入
る
と
し
て
い
る
が
、
適
用
時
期
は
概
ね
何
時
頃
に
な
る
の
か
、
野
田
内
閣
の
見
解
如
何
。

七

六
に
関
連
し
、
ブ
ラ
ッ
ド
パ
ッ
チ
治
療
な
ど
治
療
法
の
有
効
性
が
実
証
さ
れ
た
後
に
お
い
て
、
労
災
保
険
、
自
賠
責
保

険
、
障
害
者
手
帳
、
障
害
年
金
な
ど
の
社
会
制
度
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
く
の
か
、
野
田
内
閣
の
見
解
如

何
。

八

一
〜
七
に
関
連
し
、
脳
脊
髄
液
減
少
症
対
策
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
四
年
度
予
算
で
は
、
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
い
く
の

か
、
野
田
内
閣
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


